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​この手引きでは、次のとおり用語を表記します。​

​●​ ​ＣＯ​​２​ ​　：　二酸化炭素​

​●​ ​温対法　：　地球温暖化対策の推進に関する法律​

​●​ ​省エネ法：　エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する法律​

​●​ ​県条例　：　秋田県地球温暖化対策推進条例​

​●​ ​計画書　：　温室効果ガス排出抑制計画書​

​●​ ​報告書　：　温室効果ガス排出量等報告書​

​●​ ​その他の温室効果ガス　：　以下の温室効果ガス（6.5ガス）のことをいいます。​

​・非エネルギー起源のCO​​2​

​　​​セメント製造のような工業プロセスにおける化学反応（石灰石を焼くなど）や、廃​

​棄物の焼却・処理などにより排出される​

​・メタン（CH​​4​​）​

​　​​家畜の消化（反芻動物のげっぷなど）、稲作、化石燃料の採掘・輸送・使用、廃棄​

​物の埋め立て等で排出される​

​・一酸化二窒素（N​​2​​O）​

​　​​農業（窒素肥料や家畜の排泄物）、工業プロセス、バイオマス燃焼、化石燃料の燃​

​焼、下水処理の過程等で排出される​

​・ハイドロフルオロカーボン（HFC）​

​　​​冷蔵庫やエアコン等の冷媒使用、発泡剤や噴射剤等の薬剤使用などで排出される​

​・パーフルオロカーボン（PFC）​

​　​​半導体や液晶の製造過程におけるプロセスガス、洗浄剤や溶剤等の薬剤使用などに​

​おいて排出される​

​・六フッ化硫黄（SF​​6​​）​

​　​​電力関連機器の使用・製造・廃棄、半導体製造、マグネシウム鋳造においけるプロ​

​セスガスなどとして排出される​

​・三フッ化窒素（NF​​3​​）​

​　​​半導体製造工程での表面加工用のエッチングガスとして使用などで排出される​

​●​ ​連鎖化事業を行う者（フランチャイズチェーン）​

​温対法第26条第2項に規定する事業者（例：コンビニエンスストアや家電量販店等）​

​をいい、フランチャイズチェーン本部が計画書・報告書の提出義務を負います。​

​●​ ​地方公共団体等​

​都道府県、市町村、教育庁・教育委員会、一部事務組合、広域事務組合など​
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​1.　はじめに​

​1.1　本制度の対象になる事業者について​

​　​​県条例第９条により必ず計画書と報告書の作成・提出が必要となる事業者が『​​県条例に基づ​
​く特定事業者​​』です​​。​

​　​​次の⑴及び⑵のいずれかの要件を満たす場合、県条例に基づく特定事業者として扱います。​

​　​​⑴　​​県内すべての事業所における年間の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kL以上​
​　　　→　​​工場等（工場、事務所、その他の事業場）分野​

​　​​※１ 連鎖化事業を行う者（フランチャイズチェーン）の場合​

​　自社の連鎖化事業の加盟者が設置している連鎖化事業に関係する事業所も​

​含めて算定してください。例えば、コンビニエンスストアの場合、​​県内すべ​

​ての店舗が算定の対象​​になります。​

​　​​※２ 地方公共団体等の場合​

​　特別な理由がない場合は、温対法第21条に基づき策定された​​地方公共団体​

​実行計画（事務事業編）において事務事業に伴う温室効果ガス総排出量の算​

​定対象としている事業所を必ず含める​​ようにしてください。​

​　​​※３ 省エネ法における｢特定事業者｣｢エネルギー管理指定工場｣との関係性​

​①​​省エネ法における｢特定事業者(特定連鎖化事業者含む)｣​​とは？​

​　​​全国すべて​​の事業所における年間の原油換算エネルギー使用料の合計が​

​1,500kL以上の事業者​​のことです。特定事業者の一覧｢特定事業者、特定連鎖​

​化事業者及び認定管理統括事業者指定 状況（xlsx形式）｣は、​​省エネポータル​

​サイト​​において公開されています。​

​【！留意点！】​

​　​​省エネポータルサイト​​にて公表されている一覧表で、｢主たる事務所所在地｣が ｢秋​

​田県｣の事業者であっても、秋田県内の事業所に限った場合には年間の原油換算エネ​

​ルギー使用料の合計が1,500kLを下回っている場合があります​​（※省エネ法の特定事​

​業者だが、県条例に基づく特定事業者ではない場合がある）。​
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​②​ ​省エネ法における｢エネルギー管理指定工場(第一種・第二種)｣とは？​

​　​​事業所単独で年間エネルギー使用量が1,500kLを超えた工場等​​のことです。​

​　指定工場は、第一種(3,000ｋL以上)と第二種(1,500kL以上)の2種類に区分さ​

​れ、特定事業者と合わせて｢第一種及び第二種エネルギー管理指定工場等指定​

​状況（xlsx形式）｣として、​​省エネポータルサイト​​において公開されています。​

​【！留意点！】​

​　原則、県内に｢エネルギー管理指定工場（第一種・第二種）｣を有している事業者​

​は、県条例に基づいて計画書及び報告書の作成・提出が必要になります。​

​【図解】県条例に基づく特定事業者（工場等分野）の考え方​

​【参考】一般事業者について​

​　​​県内すべての事業所における年間の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kLに満たない​
​場合、​​計画書及び報告書の作成・提出の義務はありませんが、条例第９条第3項の規定に基づ​
​き、​​自主的に計画書及び報告書を作成・提出することができます。​
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​　​​⑵　使用の本拠地の位置を県内で登録している自動車の前年度末日の台数が、​​次の①から③​
​　　​​までのいずれかの要件に該当​​する自動車運送事業者　→　運輸分野​

​①　​​トラック：200台​​　※被けん引車は除きます​

​　​​　　貨物自動車運送事業法第２条第２項に規定する​

​　　　一般貨物自動車運送事業用のもの​

​②　​​バス：200台​

​　　​​　道路運送法第３条第１号イに規定する​

​　　　一般乗合旅客自動車運送事業用​

​　　　又は同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業用​

​③　​​タクシー：350台​
​　​​　　道路運送法第３条第１号ハに規定する​

​　　　一般乗用旅客自動車運送事業用​
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​1.2　温室効果ガス排出量を算定する手順と方法​

​1.​ ​算定対象となる活動範囲​

​⑴　工場等分野の場合​

​　​​県内の事業所における事業活動でのエネルギー消費量から算定​​します。​

​　ただし、事業所外で使用する社用車等の燃料や工事現場における電気使​

​用量等は対象としません。​

​⑵　運輸分野の場合​

​　​​事業用車両の運行にかかるエネルギー消費量から算定​​します。​

​　なお、事務所や物流センター等で使用したエネルギー量は、報告からは​

​除きます。​

​2.​ ​算定対象となる期間​

​　計画書及び報告書（計画期間内においては報告書のみ）を提出する年度の前年度の​

​４月１日から翌年の３月31日までの期間で使用したエネルギー量を基に算定します。​

​（例）令和８年度に提出する場合​

​　　　令和７年４月１日から令和８年３月31日までに事業活動で使用したエネルギー量​

​　　を基に、温室効果ガス排出量を算定します。​

​3.​ ​温室効果ガス算定の手順​

​⑴　原油換算エネルギー使用量を求める​

​　　※ 省エネ法施行規則（昭和54条通商産業省令第74号）第４条に則った算定手順​

​　①　エネルギー種類ごとに算定対象期間内の使用量をまとめておく​
​　　（光熱水費の請求書やエネルギー管理システムの使用履歴等）​

​▽​

​　②　エネルギー種類ごとの使用量に｢単位発熱量｣を乗じて｢熱量(GJ)｣を算定​
​　　​​（単位発熱量：一定の単位の燃料が完全燃焼するときに発生する熱量のこと）​

​▽​

​　③　②の算定で得られた各種エネルギーの熱量の合計に「原油換算係数」を乗じて​
​　　「原油換算エネルギー使用量 (kL) 」を算定​
​　　​​（原油換算係数：燃料や熱、電気などのエネルギーを原油相当にみなして算出​
​　　　する際に使われる係数のことで、その​​係数値は0.0258(ｋL/GJ)​​です）​
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​⑵　温室効果ガス排出量を求める​

​　　⑴の算定過程で求めた「熱量」に「排出係数」を乗じて「温室効果ガス排出量」を​

​　算定（※ ただし、​​電気は「使用量」に直接「排出係数」を乗じて算定​​する）​

​＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿​

​　⑴と⑵の手順について、実際に使用する算定表（別紙１・別紙２）の入力例と合わせ​

​て、次のとおり解説していきます。​

​⑴　原油換算エネルギー使用量を求める​

​　①　エネルギー種類ごとに算定対象期間内の使用量をまとめておく​

​　　（報告対象期間（前年度）のエネルギー使用状況は以下のとおりであったと仮定）​

​　化石燃料​
​　​​・灯油　30 kL​
​　・A重油　70 kL​
​　・LPG（プロパン）　60 ㎥​
​　　※請求書等の記載​​単位が「㎥」である場合、​
​　　「t」に直す必要があります。​
​　　＜主成分がプロパンの場合＞​
​　　　t / ㎥ = 1 / 502 なので、60 ㎥ ÷ 502 ㎥＝ 0.12 t​
​　・都市ガス（東部ガス）　10,000 ㎥​
​　非化石燃料​
​　・バイオディーゼル　10 kL​

​　電気​
​　・東北電力より購入した通常電力　4,000,000 kWh​
​　・新電力A社より購入した再エネ100%電力　2,000,000kwh​
​　・自家発電（太陽光）500,000 kwh​

​　②　エネルギー種類ごとの使用量に「単位発熱量」を乗じて「熱量 [GJ] 」を算定​

​【！留意点！】​

​　単位熱量は、経済産業省が公表しているエネルギーごとの標準発熱量を用いま​
​すが、都市ガスは供給会社ごとに単位熱量が異なります。​

​＜県内都市ガス供給会社ごとの単位発熱量の確認先＞​

​（資料名）資源エネルギー庁が公表（掲載ページへのリンク）​
​　​​省エネルギー法 定期報告書・中長期計画書(特定事業者等)記入要領​
​（記載箇所）​
​　別添資料２「都市ガス供給事業者（旧一般ガス事業者）の供給熱量一覧」​
​　東部ガス(株)　／　のしろエネルギーサービス(株)　／　男鹿市(企業局)　／​
​　にかほガス(株)　／　由利本荘市(企業局)　　計５社​
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​　③　②の算定で得られた各種エネルギーの熱量の合計に「原油換算係数」を乗じて​

​　　「原油換算エネルギー使用量 [kL] 」を算定​

​　　⑴　原油換算エネルギー使用量の算出​

​　​ ​　1)　化石燃料​

​　​ ​　　a.　灯油​

​　​ ​　　　　30 kL ✕ 36.5 GJ/kL = 1,095 GJ​

​　​ ​　　b.　A重油​

​　​ ​　　　　70 kL ✕ 38.9 GJ/kL = 2,723 GJ​

​　​ ​　　c.　LPG（プロパン）​

​　​ ​　　　　0.12 t ✕ 50.1 GJ/t = 6 GJ​

​　​ ​　　d.　都市ガス（東部ガス）​

​　​ ​　　　　​​10,000 ㎥​​✕ 46.0 GJ/千​​㎥​​= 460 GJ​

​　​ ​　　​

​　​ ​　2)　非化石燃料​

​　​ ​　　a.　バイオディーゼル​

​　​ ​　　　　10 kL ✕ 35.6 GJ/kL = 356 GJ​

​　​ ​　​

​　​ ​　3)　熱​

​　​ ​　　　0 GJ（使用していない）​

​　​ ​　4)　電気​

​　​ ​　　a.　電気（買電分）​

​　​ ​　　　（​​4,000,000 kWh＋2,000,000kwh​​）✕ 8.64 GJ/千kwh​

​　​ ​　　　　 = 51,840 GJ​

​　​ ​　　b.　電気（自家発電）​

​　​ ​　　　​​　500,000 kwh​​✕ 3.60 GJ/千kwh = 1,800 GJ​

​　　　【使用したエネルギーの熱量の合計　1)＋2)＋3)＋4 】​

​　　　　1,095＋2,723＋6＋460＋356＋0＋51,840＋1,800 = 58,280 GJ​

​　　　【原油換算エネルギー使用量】​

​58,280 GJ ✕ 0.0258 ｋL/GJ ＝​​1,504 kL​

​　※ 原油換算エネルギー使用量算定表（別紙１）の記入例は次ページのとおり​
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​（別紙１）​
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​　⑵　温室効果ガス排出量の算出​

​　​ ​1)　化石燃料　　　　　（※ CO2分子量＝44　C分子量＝12）​

​　​ ​　　a.　灯油​

​　​ ​　　　　1,095 GJ ✕ 0.0187 t-C/GJ ✕ 44/12​​※​ ​= 75 t-CO​​2​

​　​ ​　　b.　A重油​

​　​ ​　　　　2,723 GJ ✕ 0.0193 t-C/GJ ✕ 44/12 = 193 t-CO​​2​

​　​ ​　　c.　LPG（プロパン）​

​　​ ​　　　　6 GJ ✕ 0.0163 t-C/GJ ✕ 44/12 = 0.36 t-CO​​2​

​　​ ​　　d.　都市ガス（東部ガス）​

​　​ ​　　　　460 GJ ✕ 0.0140 t-C/GJ ✕ 44/12 = 24 t-CO​​2​

​　​ ​　　​

​　​ ​　2)　非化石燃料​

​　​ ​　　a.　バイオディーゼル​

​　​ ​　　　　０ t-CO​​2​

​　​ ​　　　（バイオ起源の原料はCO​​2​​排出量の報告対象外）​

​　​ ​　​

​　​ ​　3)　熱​

​　​ ​　　　0 t-CO​​2​​（使用していない）​

​　​ ​　4)　電気​

​　​ ​　　a.　電気（買電分）​

​　​ ​　　　（​​4,000,000 kWh​​✕ 0.474 t-CO​​2​​/千kwh）​

​　​ ​　　　＋（​​2,000,000kwh​​✕ 0.116 t-CO​​2​​/千kwh）​

​　​ ​　　　　 = 2,128 t-CO​​2​

​　​ ​　　b.　電気（自家発電）​

​　​ ​　　　​​　​​０ t-CO​​2​​（売電した場合は差し引き量を別途計算）​

​　　【エネルギー起源のCO​​2​​排出量】​

​　　　75＋193＋0.36＋24＋0＋0＋2,128＋0 ＝​​2,420 t-CO​​2​

​【！留意点！】​
​　その他の温室効果ガスの排出がある場合は、別途CO​​2​​換算​
​排出量を算定して加算します。​
​　​​（環境省が公表している算定マニュアルを参照ください）​

​　　【温室効果ガス排出量】​​2,420 t-CO​​2​

​　※ 温室効果ガス排出量算定表（別紙２）の記入例は次ページのとおり​
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​（別紙２）​

​【！留意点！】​

​　排出係数は、環境省が公表しているエネルギーごとの排出係数を用いますが、​
​都市ガス、電気、熱は供給会社ごとに排出係数が異なります。​
​　そのため、​​事前に各供給会社にお問い合わせの上、排出係数を確認してください。​
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​2.　計画書及び報告書の提出について​

​2.1　計画書の提出時期​

​　​​計画書は、計画期間（５ヶ年度以内：提出者が任意で設定可能）ごとに作成します。​

​　なお、​​計画期間がはじまる年度の７月末までに提出​​する必要があります。​

​　（例：令和８年度から令和１２年度までの５カ年度計画書を新たに作成する場合）​

​　　▷　令和８年７月３１日までに新たに作成した計画書を提出​

​　計画期間内に計画の内容を変更する場合については、第5章で別途解説します。​

​2.2　報告書の提出時期​

​　報告書は、​​計画期間中に属する年度ごとに作成​​する必要があります。​

​　​​提出の期限は、毎年度７月末日​​となっていますので、忘れずに提出してください。​

​　（例：令和７年度から令和１１年度までの５カ年計画を作成している場合）​

​　　▷　令和８年７月３１日までに、令和７年度の排出実績等をまとめた報告書を提出​

​（パターン１：提出する年度が計画期間中の場合）​
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​（パターン２：提出する年度が目標年度の翌年であって、引き続き県条例基づく特定事業者の​

​要件を満たしている場合）​

​2.3　提出する書類の種類・提出先​

​　計画書は「様式第１号」、報告書は「様式第２号」により、​

​提出します。（提出部数はそれぞれ１部）​

​　​​※ 押印は不要で、電子ファイルで提出が可能です。​

​　なお、計画書・報告書の提出に当たっては、次の資料を添付します。​

​　・事業活動に伴う原油換算エネルギー使用量算定表（別紙１）​

​　・温室効果ガス排出量算定表（別紙２）​

​　・その他温室効果ガス排出抑制の取組内容などを説明する補足資料（必要に応じて）​

​【提出先】​​秋田県 生活環境部 温暖化対策課 調整・省エネルギーチーム​
​　〒010-8570　秋田県秋田市山王四丁目１－１​
​　℡　018-860-1573　／　✉　​​en-ondanka@pref.akita.lg.jp​
​（​​美の国あきたネット：コンテンツ番号5793​​）​
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​３.　計画書（様式第１号）の作成方法​

​　ここでは、第１章「1.2.​​温室効果ガス排出量を算定する手順と方法」​​における仮定条件を架​

​空の事業者の実績に見立て、実際の記入イメージを交えながら、作成方法を解説します。​

​解説用の参考事例​

​≪提出者の情報≫​

​　提出者の住所・氏名​
​　　秋田県秋田市山王四丁目１番１号​
​　　　株式会社美の国あきた秋田工場​
​　　　工場長　秋田 県太郎​
​　​​（本社より条例に係る諸手続の委任を受けている）​

​　​​主たる事務所の名称・所在地​
​　　東京都千代田区平河町二丁目６番３号​
​　　　株式会社美の国あきた​

​　業種（日本標準産業分類の中分類）​
​　　情報通信機械器具製造業（No.30）​
​　　​​※日本標準分類（中分類）は、総務省公式サイトにおいて確認することができます。​
​　​

​　提出年度の前年度の製品生産額​
​　　​​100,000,000円（目標年度における製品生産額見込み 110,000,000円）​

​　作成する計画書の計画期間​
​　　提出する年度を初年度として５カ年​​（提出年度の前年度を基準年度に採用）​

​≪提出年度の前年度のエネルギー使用状況≫​

​　化石燃料​
​　​​・灯油　30 kL​
​　・A重油　70 kL​
​　・LPG（プロパン）　60 ㎥（​​0.12 t​​）​
​　​​　※​​㎥ を t に換算する方法は第１章の1.2を参照​
​　・都市ガス（東部ガス）　10,000 ㎥​
​　非化石燃料​
​　・バイオディーゼル　10 kL​

​　電気​
​　・東北電力より購入した通常電力　4,000,000 kWh​
​　・新電力A社より購入した再エネ100%電力　2,000,000kwh​
​　・自家発電（太陽光）500,000 kwh​

​　上記により算定される原油換算エネルギー使用量　1,504 kL​
​　　　　　　〃　　　　温室効果ガス排出量　2,420 t-CO​​2​​▷ 目標　2,299 t-CO​​2​​（​​▲5%）​
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​3.1　第１面の記入の仕方​

​＜記入手順＞​

​⑴　「提出年月日」を記入します。​
​　　参考事例では、提出期日である７月３１日に提出したものとして記入しています。​

​⑵　計画書を提出する者の「住所」及び「氏名」を記入します。​
​　　参考事例では、次のとおり記入しています。​

​　　　住所　▷　秋田県秋田市山王四丁目１番１号​

​　　　氏名　▷　株式会社美の国あきた秋田工場　工場長　秋田 県太郎​

​【！留意点！】​
​　提出権限を支社や工場等の県内事業所の責任者などに委任している場合は、委任を受け​
​た事業所の住所、及び委任を受けた方の役職・氏名などを記入します。​
​（必ずしも本社の住所や代表者の氏名を記入する訳ではありません）​

​※提出権限を委任する場合の手続き​

​　委任を受けた方が所属する事業所の住所、役職と氏​
​名が記載された委任状（任意様式）を作成し、計画書​
​を提出する際に添付してください。​

​⑶　次の選択肢の中から「届出の種別」を選択します。​​（参考事例では①を選択しています）​

​　　①「第１項：条例に基づく特定事業者に該当する者」​

​　　　　新規または既存の計画期間満了を受けて新たな計画期間で計画書を作成する場合で、​

​　　　​​条例に基づく特定事業者の要件を満たす事業者（フランチャイズチェーン以外）​​は​

​　　　こちらを選択します。​

​　　②「第２項：連鎖化事業(フランチャイズチェーン)を行う者」​

​　　　　​​新規または既存の計画期間満了を受けて新たな計画期間で計画書を作成する場合で、​

​　　　​​条例に基づく特定事業者の要件を満たすフランチャイズチェーン事業者​​はこちらを選択​

​　　　します。​
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​　　​​③「第３項：特定事業者以外の事業活動に伴い温室効果ガスの排出をする者(一般事業者)」​

​　　　　新規または既存の計画期間満了を受けて新たな計画期間で計画書を作成する場合で、​

​　　　​​条例に基づく特定事業者の要件を満たさない事業者​​はこちらを選択します。​

​　　​​④「第４項：提出済みの温室効果ガス排出抑制計画書の内容を変更する者」​

​　　　　既存の計画期間内で計画書の内容を変更する場合にこちらを選択します。​

​（計画書の内容変更が必要な事由）​
​・提出権限を有する代表者等が変更になった​
​・事業所の統廃合で排出量が大幅に減少した ／ 企業合併で排出量が大幅に増加した等　​

​⑷　​​日本標準産業分類の中分類​​を確認して「事業者の主たる業種」を記入します。​
​　　参考事例では、「情報通信機械器具製造業」を入力しています。​

​　　※日本標準産業分類の中分類は、本手引きの参考資料表－４でも確認できます。​

​⑸　次の選択肢の中から、提出者に該当する「事業者の要件」を選択します。​

​　①「条例施行規則第４条第1号（燃料並びに他人から供給された熱及び電気を原油に換算して​

​　　年間1,500キロリットル以上使用する者）」​

​▷　該当する場合は「原油換算エネルギー使用量算定表（別紙１）」で​

​　算定した​​前年度の原油換算エネルギー使用量を記入​​します。​

​　（参考資料ではこの要件を選択し、原油換算エネルギー使用量1,504kLを​

​　記入しています）​

​　​​②「条例施行規則第４条第2号（トラックを200台以上、バスを200台以上又はタクシーを​

​　　350台以上登録する者）」​

​▷　こちらに該当する場合は、​​前年度末日における県内での登録台数​​を​

​　自動車の種類別（トラック、バス、タクシー）に記入します。​

​　③「条例第9条第3項（特定事業者以外の事業者（一般事業者））」​

​　​​▷　こちらに該当する場合は①同様に​​前年度の原油換算エネルギー使用量​

​　　​​を記入​​します。​

​　​

​　​​※ 参考事例での計画書（様式第１号）の第１面の記入例は次ページのとおり​
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​3.2　第２面の記入の仕方​

​＜記入手順＞​

​⑴　「計画期間」を記入します。​
​　　計画期間は５カ年以内であれば、事業者自らが任意の期間を設定できます。​

​　　参考事例では、提出年度を初年度とした５カ年の計画期間を記入しています。​

​（提出年度（計画初年度）が令和８年度の場合、計画期間の設定例）​
​・５カ年（ＭＡＸ）の計画期間　▶　令和　８年度　から　令和１２年度​
​・３カ年の計画期間　　　　　　▶　令和　８年度　から　令和１０年度​
​・単年度（１カ年）の計画期間　▶　令和　８年度　から　令和　８年度​

​※よくある記入誤り​
​　​​基準年度（提出年度の前年度）を計画期間の初年度にしてしまう​​パターン​
​（誤記入の例：提出年度（計画初年度）が令和８年度の場合）​
​　× ５カ年（ＭＡＸ）の計画期間　▶　令和　７年度　から　令和１１年度​
​（記入誤りの理由）​
​　基準年度の原油換算エネルギー使用量を求める際に、前年度の実績から算定するため、​
​前年度を初年度だと誤認してしまうパターンが見受けられます。​

​⑵　「温室効果ガスの排出に関する目標を達成するための基本方針」を記入します。​
​　　⑴で設定した計画期間内に、温室効果ガスの排出を抑制するために行う対策、目標設定の​

​　考え方、実行に向けた組織体制などについて記入します。​

​　　なお、様式の記載欄が不足する場合は、別紙（任意様式）による提出も可能です（別紙で​

​　提出する場合は、記載欄に「別紙のとおり」と記載してください）。​

​　　参考事例では、省エネ診断を基にした省エネルギー対策と再生可能エネルギー由来電力​

​　への切り替え方針について記入しています。​

​（温室効果ガスの排出抑制に向けた基本方針や取組内容を考える上での参考情報）​
​　①　資源エネルギー庁公式サイト（以下、該当ページへのリンク）​
​　　　​​工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準​
​　②　環境省公式サイト専用ページ（以下、該当ページへのリンク）​
​　　　​​温室効果ガス排出抑制等指針​​　​
​　③　国土交通省公式サイト（以下、該当ページへのリンク　※ａ・ｂは同じページ）​
​　　　ａ．​​貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準​
​　　　ｂ．​​旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準​

​⑶　「事業活動に伴うエネルギー使用量」を記入します。​
​　　ここでは事業活動に伴うエネルギーの種類ごとの使用量と原油換算エネルギー使用量を​

​　記載しますが、別紙１（算定表）を添付することで記載に替えることができます。​

​　（​​別紙１の添付で代替えする場合、「別添の別紙１のとおり」と記入​​してください）​
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​⑷　「温室効果ガスの排出量及び排出の抑制に関する目標」を記入します。​
​　　記入する​​目標値は、エネルギー使用量から求めた「温室効果ガス総排出量」​​です。​

​　　なお、​​総排出量と合わせて「原単位排出量」による目標設定をすることも可能​​です。​

​（原単位排出量とは？）​
​　温室効果ガス総排出量を「温室効果ガスの排出量の抑制に係る取組等が適正に反映さ​
​れる指標（生産数量や生産額、延べ床面積など）」で除したもの。​

​（参考事例での原単位排出量の算定例）​
​　総排出量 2,420 t-CO2　÷　製品生産額1億円　＝ 原単位排出量 0.0242 t-CO2/千円​

​　​​①　区分​
​　　​​ａ．基準年度​

​　　　　基準年度の欄には、計画期間の初年度の前年度を記入します（目標年度の欄は、⑴で​

​　　　記載した最終年度が自動転記されます）。​

​（過去に寄せられた質問）​
​　県内の工場で発生した火災によって設備の稼働が停止した期間が長かったため、​​前年​
​度のエネルギー使用量が極端に少なかった​​のですが、​​このような場合でも前年度を基準​
​年度にしなければならないのでしょうか？​

​（質問への解答）​
​　基準年度（提出年度の前年度）において事業活動が著しく変動した場合等、​​前年度を​
​基準年度としないことに合理的な理由がある場合は、県との協議により前年度以外（過​
​去３年間の平均値又は前々年度）を基準年度とすることができます。​

​　　​​ｂ．基準年度の温室効果ガス排出量［Ａ］​
​　　　　別紙１などを用いて算定した基準年度の温室効果ガス排出量を記入します。​

​　　　　参考事例では、2,420 t-CO2 を記入しています。​

​　　​​ｃ．目標年度の温室効果ガス排出量［Ｂ］​
​　　　　現状の温室効果ガス排出状況、計画期間内における事業活動の見通し、排出の抑制に​

​　　　つながる取組の実施予定等を総合的に勘案して、事業が自ら設定した値を記入します。​

​　　　　参考事例では、2,299 t-CO2（年▲１%を想定）を記入しています。​

​　　　　なお、「対基準年度比」は、目標年度の温室効果ガス排出量［Ｂ］を基準年度の温室​

​　　　効果ガス排出量［Ａ］で除し、１００を乗じた数値になります（様式では［Ａ］と​

​　　　［Ｂ］を入力すると自動算定されます）。​

​　　　　参考事例では、95.0％となっています。​

​　　ｄ．基準年度の原単位排出量［Ｃ］※原単位排出量の削減目標を設定する場合のみ​
​　　　　基準年度の温室効果ガス排出量［Ａ］を、基準年度の原単位に用いた指標の実績値で​

​　　　除算した数値を記入します。​

​　　　　参考事例では、製品生産額（単位：千円）を採用し、以下のとおり算定しています。​
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​（参考事例での基準年度の原単位排出量の算定式）※再掲​
​　総排出量 2,420 t-CO2　÷　製品生産額1億円　＝ 原単位排出量 0.0242 t-CO2/千円​

​　　ｅ．目標年度の原単位排出量［Ｄ］※原単位排出量の削減目標を設定する場合のみ​
​　　　　目標年度の温室効果ガス排出量［Ｂ］を、目標年度の原単位に用いた指標の実績値で​

​　　　除算した数値を記入します。​

​　　　　参考事例では、製品生産額（単位：千円）を採用し、以下のとおり算定しています。​

​（参考事例での目標年度の原単位排出量の算定式）​
​　総排出量 2,299 t-CO2　÷　製品生産額1.1億円　＝ 原単位排出量 0.0209 t-CO2/千円​

​　　　　なお、「対基準年度比」は、目標年度の原単位排出量［Ｄ］を、基準年度の原単位​

​　　　排出量［Ｃ］で除し、１００を乗じた数値になります（様式では［C］と［D］を入力​

​　　　すると自動算定されます）。​

​　　　　参考事例では、86.4％となっています。​

​　　ｆ．原単位に用いた指標　※原単位排出量の削減目標を設定する場合のみ​
​　　　　原単位排出量の算定で用いる指標（生産数量（トン）、生産金額（円）、建物床面積​

​　　　（㎡）等）を記入します。​

​　　　　なお、事業内容によっては、単一の原単位を設定できない場合は、複数の原単位に​

​　　　用いた指標を重み付け合算することにより、原単位を設定することができます。​

​　　　　参考事例では、「製品生産額当たりの温室効果ガス排出量：t-CO2/千円」と記入して​

​　　　います。​

​　　ｇ．原単位に用いた指標の設定方法　※原単位排出量の削減目標を設定する場合のみ​
​　　　　原単位に使用した指標を２以上の複数とした場合の設定の考え方等を記入します。​

​　　　　参考事例では、「温室効果ガス排出量÷製品生産額（千円）※R7製品生産額：100,000​

​　　　千円（R12目標：110,000千円）」と記入しています。​

​　​​②　温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容​
​　　　事業活動の特性に応じて、​​計画期間内に実施予定の対策や取組（措置）を記入​​します。​

​　　　措置を記入する際は、​​実施予定年度や実施する事業所の名称も併せて記入​​します。​

​　　　なお、参考事例では、単一の工場で報告している事例を想定しているため、事業所の​

​　　名称の記載を省略しています。​

​※よくある記入誤り​
​　計画期間内ではない年度に実施した措置を入力している。​

​（記入誤りの理由）​
​　前の計画期間の報告書（前年度の実績）と同じ内容を記載してしまったため。​

​　​​※ 参考事例での計画書（様式第１号）の第２面の記入例は次ページのとおり​
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​3.3　第３面・第４面の記入の仕方​

​＜記入手順：第３面＞​

​⑴　「県条例第11条に規定する措置の内容」を記入します。​
​　　県条例では、再生可能エネルギー由来の電力や熱の他社への供給、県内で創出されたＪ－​

​　クレジットや非化石証書などの環境価値の取得、再生可能エネルギー由来の電力への切替に​

​　よる温室効果ガス排出量の削減相当量等について、計画書や報告書における温室効果ガスの​

​　排出の抑制量として見なすことができます。​

​　　計画期間中に、以下に示す措置を実施する場合、その措置の実施による抑制量を記入する​

​　ことで、​​「温室効果ガスの抑制量の合計」「差引排出量」「対基準年度比（差引排出量を基​

​　準年度の温室効果ガス総排出量で除して100を乗じた数値）」を算定​​できます。​

​　　参考事例では、森林吸収由来のＪ－クレジットの利用（▲10t-CO​​2​​）と再生可能エネルギー​

​　由来の電力への切替（▲487.2t-CO​​2​​）を記入しています。​

​　​​①　再生可能エネルギーの供給​
​　再生可能エネルギー（電力及び熱）を他に供給する予定がある場合は、​

​供給した量と「特定事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定​

​に関する省令（平成18年経済産業省・環境省令第３号。以下「算定省令」​

​という。）第２条第４項に定める係数（熱にあっては第２条第６項の係​

​数）を用いて算定したＣＯ​​２​​の量を記入します。​

​　②　県内由来の環境価値の利用​
​ａ．Ｊ－クレジット等​

​　国内における地球温暖化対策のための排出削減吸収量認証制度、国内排​

​出削減量認証制度及び環境省のオフセットクレジット制度により認証され​

​たクレジット（以下「Ｊ－クレジット等」という。）のうち、以下の​

​（ア）から（エ）の方法論により県内で認証を受けたＪ－クレジット等を​

​取得・活用（無効化手続き）する予定がある場合は、そのＪ－クレジット​

​等の活用に係るＣＯ​​２​​の量を記入します。​

​（ア）再生可能エネルギー、（イ）省エネルギー、（ウ）森林吸収、​
​（エ）農業​

​　③　グリーン電力証書又はグリーン熱証書の購入​
​　　　グリーン電力証書又はグリーン熱証書（一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリー​

​　　ンエネルギー認証センターの認証に基づき発行されたもの）を取得する予定がある場合​

​　　は、その取得する電力量又は熱量及び、算定省令第２条第４項に定める係数（熱にあって​

​　　は第２条第６項の係数）を用いて算定したＣＯ​​２​​の量を記入します。​
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​　④　ＦＩＴ非化石証書​
​　　　再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第４０条第１項及び同法施行​

​　　規則第３４条の３第１項第８号の規定に基づき電力広域的運営推進機関が販売するＦＩＴ​

​　　非化石証書を取得する予定がある場合は、その取得する電力量及び算定省令第２条第４項​

​　　に定める係数を用いて算定したＣＯ​​２​​の量を記入します。​

​　⑤　森林の整備及び保全​

​　秋田県独自の森林吸収量認証制度である「​​秋田の森林づくり森林整備による​

​ＣＯ​​２​​吸収量認証制度実施要綱​​」によるＣＯ​​２​​吸収量認証を受ける予定がある​

​場合は、同要綱で定める方法により算定した量を記載します。​

​　⑥　秋田県産材を利用した建物の新築による固定量の取得​

​　秋田県産材利用促進ＣＯ​​２​​固定量認証制度を利用する予定がある場合は、​

​「​​秋田県産材利用促進ＣＯ​​２​​固定量認証制度実施要綱​​」で定める算定基準によ​

​り算定した量を記載します。​

​　⑦　再生可能エネルギー由来電気メニューへの切替​

​再生可能エネルギー由来電気メニューへの切替を予定している場合は、算定​

​省令第２条第５項に定める係数を用いて算定した電気事業者から供給を受け​

​たすべての電気の利用に伴うＣＯ２排出量から同一の電気事業者から供給を​

​受けた再生可能エネルギー由来電気の使用に伴うＣＯ​​２​​排出量を差し引いて​

​算出したＣＯ​​２​​排出抑制相当量を記載します。​

​（CO​​2​​排出抑制相当量の算定例）​

​　​​▲▲電力株式会社（未調整排出係数：0.422t-CO2/千kwh）から受給​
​　全体受給量（電気使用量の計）：4,000千kwh …[a]​
​　　うち再エネ由来100％電力の受給量 ：2,000千kwh …[b]​
​　　うち再エネ由来50％電力の需給量 ：2,000千kwh …[c]​

​　① すべての電気の利用に伴うＣＯ​​２​​排出量​
​　　　[a]×0.422＝1,688 t-CO​​2​ ​…[d]​

​　② 同一の電気事業者から供給を受けた再生可能エネルギー由来電気の​
​　　使用に伴うＣＯ​​２​​排出量​
​　　　[b]×0.422×（100-100）％＝0 t-CO2 …[e1]​
​　　　[c]×0.422×（100-50）％＝422 t-CO2 …[e2]​
​　　　[e1]＋[e2]＝422 t-CO2 …[e]​

​　再生可能エネルギー由来電気メニューへの切替による​
​　　ＣＯ​​２​​排出抑制相当量： [d]－[e]＝ 1,266 t-CO2​
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​⑵　「特記事項」を記入します。​
​　　ここには、以下に示す情報のほかに、過去の温室効果ガス歳出抑制に係る実績、県外を含​

​　めた企業単位・企業グループ単位での削減目標の設定、地球温暖化防止に貢献する技術や商​

​　品の開発の取組、実施している環境マネジメントシステムなどについて任意で記入します。​

​　＜記載すべき情報＞​

​●​ ​複数の事業所（工場、事務所、店舗等）を設置している場合は、事業所数​

​●​ ​温室効果ガス排出量の対基準年度比が、１００％を超える場合（目標年度の総排出量が​

​基準年度より多くなる場合）は、その理由​

​●​ ​原油換算エネルギー使用量や温室効果ガスの算定に当たって、独自の係数を使用した場​

​合はその説明（算定根拠となる資料等も添付すること）​

​●​ ​原単位に用いた指標の設定方法には、原単位に使用した指標を２以上の複数とした場合​

​の設定の考え方等​

​●​ ​再生可能エネルギー由来の電力への切替を行っている場合は、供給を受けているプラン​

​の概要とCO​​2​​排出抑制相当量の算定式​

​＜記入手順：第４面＞​

​⑴　「連絡先」を記入します。​
​　　ここでは、部署名、所在地、担当者氏名、電話番号及びメールアドレスを記入します。​

​【！留意点！】​
​　担当者の異動や退職により、メールが確認されずに放置され、提出が遅れる事例が発生​
​していますので、ここで記入するメールアドレスは、できる限り部署の共有アドレスなど​
​にしてください。​
​　もし、担当者に割り振られた個別アドレスを記入する場合は、部署でも共有できるアド​
​レスを併記してくださるようお願いします。​

​＜計画書に添付する書類＞​

​　​​計画書の提出に当たっては、次の書類を添付してください。​

​　　①　別紙１：事業活動に伴う原油換算エネルギー使用量算定表【必須】​

​　　②　別紙２：温室効果ガス排出量算定表【必須】​

​　　③　単位発熱量等の根拠資料【適宜】​

​　　　（原油換算エネルギー使用量や温室効果ガスの算定に当たって、実測値に基づく単位​

​　　　発熱量や排出係数を使用した場合のみ）​

​　​​※ 参考事例での計画書（様式第１号）の第３面・第４面の記入例は次・次々ページのとおり​
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​４.　報告書（様式第２号）の作成方法​

​　第３章に引き続き、ここでも、第１章「1.2.​​温室効果ガス排出量を算定する手順と方法」​​に​

​おける仮定条件を架空の事業者の実績に見立て、実際の記入イメージを交えながら、作成方法​

​を解説します。​

​解説用の参考事例​

​≪提出者の情報≫​

​　基本情報は第３章と共通のため記載は省略​
​　​

​　現在の計画書の計画期間​
​　　​​提出年度の前年度を初年度として５カ年​
​　（今回が初年度の実績報告になる​​）​

​　現在の計画書の内容​
​　　目標年度における計画数値は第３章のものを​
​　　流用し、そのほか以下のとおり設定します。​
​　・基準年度：R6​
​　　原油換算エネルギー使用量　1,500 kL​
​　　温室効果ガス排出量　2,400 t-CO​​2​

​　　原単位排出量　0.0240 t-CO​​2​​/千円（2,400 t-CO​​2​​÷ R6製品生産額 100,000​​千円）​

​　提出年度の前年度の製品生産額​
​　　​​105,000,000円​

​≪提出年度の前年度のエネルギー使用状況≫​

​　化石燃料​
​　​​・灯油　30 kL​
​　・A重油　70 kL​
​　・LPG（プロパン）　60 ㎥（​​0.12 t​​）​
​　・都市ガス（東部ガス）　10,000 ㎥​
​　非化石燃料​
​　・バイオディーゼル　10 kL​

​　電気​
​　・東北電力より購入した通常電力　4,000,000 kWh​
​　・新電力A社より購入した再エネ100%電力　2,000,000kwh​
​　・自家発電（太陽光）500,000 kwh​

​　上記により算定される原油換算エネルギー使用量　1,504 kL​
​　　　　　　〃　　　　温室効果ガス排出量　2,420 t-CO​​2​

​　　　　　　〃　　　　原単位排出量　0.0230 t-CO​​2​​/千円​
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​4.1　第１面の記入の仕方​

​＜記入手順＞　※留意点などは共通点の多い第３章 3.1 での解説をご確認ください。​

​⑴　「提出年月日」を記入します。​
​　　参考事例では、提出期日である７月３１日に提出したものとして記入しています。​

​⑵　計画書を提出する者の「住所」及び「氏名」を記入します。​
​　　参考事例では、次のとおり記入しています。​

​　　　住所　▷　秋田県秋田市山王四丁目１番１号​

​　　　氏名　▷　株式会社美の国あきた秋田工場　工場長　秋田 県太郎​

​⑶　「実績年度」を記入します。​
​　　参考事例では、提出年度の前年度である令和「７」年度を記入しています。​

​⑷　​​日本標準産業分類の中分類​​を確認して「事業者の主たる業種」を記入します。​
​　　参考事例では、「情報通信機械器具製造業」を入力しています。​

​　　※日本標準産業分類の中分類は、本手引きの参考資料表－４でも確認できます。​

​⑸　次の選択肢の中から、提出者に該当する「事業者の要件」を選択します。​

​　①「条例施行規則第４条第1号（燃料並びに他人から供給された熱及び電気を原油に換算して​

​　　年間1,500キロリットル以上使用する者）」​

​▷　該当する場合は「原油換算エネルギー使用量算定表（別紙１）」で​

​　算定した​​前年度の原油換算エネルギー使用量を記入​​します。​

​　（参考資料ではこの要件を選択し、原油換算エネルギー使用量1,504kLを​

​　記入しています）​

​　​​②「条例施行規則第４条第2号（トラックを200台以上、バスを200台以上又はタクシーを​

​　　350台以上登録する者）」​

​▷　こちらに該当する場合は、​​前年度末日における県内での登録台数​​を​

​　自動車の種類別（トラック、バス、タクシー）に記入します。​

​　③「条例第9条第3項（特定事業者以外の事業者（一般事業者））」​

​　​ ​▷　こちらに該当する場合は①同様に​​前年度の原油換算エネルギー使用量​

​　​ ​　​​を記入​​します。​

​　​

​　※　参考事例での報告書（様式第２号）の第１面の記入例は次ページのとおり​
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​4.2　第２面の記入の仕方​

​＜記入手順＞​
​　※留意点などは共通点の多い第３章 3.2 の解説をご確認ください。​

​⑴　「事業活動に伴うエネルギー使用量」を記入します。​
​　　ここでは事業活動に伴うエネルギーの種類ごとの使用量と原油換算エネルギー使用量を​

​　記載しますが、別紙１（算定表）を添付することで記載に替えることができます。​

​　（​​別紙１の添付で代替えする場合、「別添の別紙１のとおり」と記入​​してください）​

​⑵　「温室効果ガスの排出量及び排出の抑制に関する実績等」を記入します。​

​　①　区分​
​　　​​ａ．基準年度​

​　　　　基準年度の欄には、現在の計画書の基準年度を転記します。​

​　　　　参考事例では、令和「６」年度を記入しています。​

​　　​​ｂ．基準年度の温室効果ガス排出量［Ａ］​
​　　　　ａと同様に、現在の計画書の基準年度の温室効果ガス排出量を転記します。​

​　　　　参考事例では、2,400 t-CO​​2​​を記入しています。​

​　　​​ｃ．目標年度の温室効果ガス排出量［Ｂ］​
​　　　　ａと同様に、目標年度の欄には、現在の計画書の目標年度を転記します。​

​　　　　参考事例では、2,299 t-CO​​2​​を記入しています。​

​　　​​ｄ．基準年度の原単位排出量［Ｃ］※原単位排出量の削減目標を設定する場合のみ​
​　　　　ａと同様に、現在の計画書の基準年度の原単位排出量を転記します。​

​　　　　参考事例では、0.0240 t-CO​​2​​/千円 を記入しています。​

​　　ｅ．目標年度の原単位排出量［Ｄ］※原単位排出量の削減目標を設定する場合のみ​
​　　　　ａと同様に、現在の計画書の目標年度の原単位排出量を転記します。​

​　　　　参考事例では、0.0209 t-CO​​2​​/千円 を記入しています。​

​　　ｆ．実施年度​
​　　　　実施年度の欄には、第１面で入力した実績年度が自動転記されます。​

​　　​​ｇ．実施年度の温室効果ガス排出量［Ｅ］​
​　　　　別紙１などを用いて算定した実施（実績）年度の温室効果ガス排出量を記入します。​

​　　　　参考事例では、2,420 t-CO2 を記入しています。​

​　　　　なお、「対基準年度比（実績）」は、実施年度の温室効果ガス排出量［Ｅ］を基準​

​　　　年度の温室効果ガス排出量［Ａ］で除し、１００を乗じた数値になります（様式では​
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​　　　［Ａ］と［Ｅ］を入力すると自動算定されます）。​

​　　　　参考事例では、100.8％となっています。​

​　　​​ｈ．実施年度の原単位排出量［Ｆ］※原単位排出量の削減目標を設定する場合のみ​
​　　　　実施（実績）年度の温室効果ガス排出量［E］を、目標年度の原単位に用いた指標の​

​　　　実績値で除した数値を記入します。​

​　　　　参考事例では、0.0230 t-CO​​2​​を記入しています。​

​（参考事例での実施年度の原単位排出量の算定式）​
​　総排出量 2,420 t-CO2　÷　製品生産額1.05億円　＝ 原単位排出量 0.0230 t-CO2/千円​

​　　　　なお、「対基準年度比（実績）」は、実施年度の原単位排出量［Ｆ］を、基準年度の​

​　　　原単位排出量［Ｃ］で除し、１００を乗じた数値になります（様式では［Ｃ］と［Ｆ］​

​　　　を入力すると自動算定されます）。​

​　　　　参考事例では、95.8％となっています。​

​　　ｉ．原単位に用いた指標　※原単位排出量の削減目標を設定する場合のみ​
​　　　　原単位排出量の算定で用いる指標（生産数量（トン）、生産金額（円）、建物床面積​

​　　　（㎡）等）を記入します。​

​　　　　参考事例では、「製品生産額当たりの温室効果ガス排出量：t-CO2/千円」と記入して​

​　　　います。​

​　​​②　温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施した措置の内容​
​　　　​​実施（実績）年度に実施した対策や取組（措置）を記入​​します。​

​　　　措置を記入する際は、​​実施時期や実施した事業所の名称も併せて記入​​します。​

​　　　もし、記載欄が不足する場合には、別紙（任意様式）により提出することも可能です。​

​　　（別紙による場合は、一番上の記載欄に「別紙記載のとおり」などと記入してください）​

​　　　なお、参考事例では、単一の工場で報告している事例を想定しているため、事業所の​

​　　名称の記載を省略しています。​

​※よくある記入誤り​
​　実施（実績）年度以外に実施した措置を入力している。​

​（記入誤りの理由）​
​　前年度に提出した報告書の実施内容の更新し忘れや計画書をそのまま転記していた。​

​　​​※ 参考事例での報告書（様式第２号）の第２面の記入例は次ページのとおり​
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​４.3　第３面・第４面の記入の仕方​

​＜記入手順：第３面＞​
​　​​※ 該当する措置の内容や記載方法等については、第３章 3.3 の解説をご確認ください。​

​⑴　「県条例第11条に規定する措置の内容」を記入します。​
​　　県条例では、県内で創出されたＪ－クレジットや非化石証書などの環境価値の取得、再生​

​　可能エネルギー由来の電力への切替による温室効果ガス排出量の削減相当量等について、​

​　計画書や報告書における温室効果ガスの排出の抑制量として見なすことができます。​

​　　実施（実績）年度に、該当する措置を実施した場合、その措置の実施による抑制量を記入​

​　することで、​​「温室効果ガスの抑制量の合計」「差引排出量」「対基準年度比（差引排出量​

​　を基準年度の温室効果ガス総排出量で除して100を乗じた数値）」を算定​​できます。​

​　　参考事例では、森林吸収由来のＪ－クレジットの利用（▲10t-CO​​2​​）と再生可能エネルギー​

​　由来の電力への切替（▲232t-CO​​2​​）を記入しています。​

​⑵　「特記事項」を記入します。​
​　　ここには、以下に示す情報などを記入します。​

​●​ ​複数の事業所（工場、事務所、店舗等）を設置している場合は、事業所数​

​●​ ​温室効果ガス排出量の対基準年度比が、１００％を超える場合（実施年度の総排出量が​

​基準年度より多くなる場合）は、その理由​

​●​ ​原油換算エネルギー使用量や温室効果ガスの算定に当たって、独自の係数を使用した場​

​合はその説明（算定根拠となる資料等も添付すること）​

​●​ ​再生可能エネルギー由来の電力への切替を行っている場合は、供給を受けているプラン​

​の概要とCO​​2​​排出抑制相当量の算定式​

​＜記入手順：第４面＞​
​　※該当する措置の内容などは共通点の多い第３章 3.3 の解説をご確認ください。​

​⑴　「連絡先」を記入します。​
​　　ここでは、部署名、所在地、担当者氏名、電話番号及びメールアドレスを記入します。​

​＜計画書に添付する書類＞​
​　​​報告書の提出に当たっては、次の書類を添付してください。​

​　　①　別紙１：事業活動に伴う原油換算エネルギー使用量算定表【必須】​

​　　②　別紙２：温室効果ガス排出量算定表【必須】​

​　　③　単位発熱量等の根拠資料【適宜】​

​　　　（原油換算エネルギー使用量や温室効果ガスの算定に当たって、実測値に基づく単位​

​　　　発熱量や排出係数を使用した場合のみ）​

​　​​※ 参考事例での報告書（様式第２号）の第３面・第４面の記入例は次・次々ページのとおり​
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​5.　計画書の変更・廃止​

​5.1　計画書の変更​

​　温室効果ガスの排出量に係る目標数値の変更、原単位に用いた指標の変更や目標や実績値に​

​影響を与えるような措置（取組）の​​内容の変更を行った場合は、様式第１号により変更後の計​

​画書を作成し、提出​​してください（届け出種別は「第４項：提出済みの温室効果ガス排出抑制​

​計画書の内容を変更する者」を選択し、□に「レ印」を記入します。）。​

​　また、これ以外にも、​​法人等の代表者の変更、名称、所在地が変更となった場合も、変更後​

​の計画書を提出​​していただくこととなります。​

​　変更後の計画書の作成に当たっては、第２の１計画書の作成方法により作成してください。​

​　なお、​​変更のあった箇所のみ記載してもかまいません。​

​＜よくある変更パターン＞​

​　⑴　代表者の変更​

​　　　様式第１号の第１面（届出者情報）を変更後の代表者に修正し、第４面の特記事項欄に​

​　　変更前後の代表者名を記載します。​

​　　（記載例）​

​　　　変更前：工場長　秋田　県太郎　→　変更後：工場長　北前　船子​

​　​​⑵　​​事業所の新設や合併（又は廃止や統合）等による排出量の大幅な増加（又は減少）​

​　　　別紙１及び別紙２により、新設や合併（又は廃止や統合）した事業所を加えた（廃止や​

​　　統合の場合はその事業所を除いた）県内すべての事業所における前年度の原油換算エネル​

​　　ギー使用量及びCO​​2​​排出量を算定し、その算定結果を基に、様式第１号の第２面の基準年​

​　　度と目標年度の数値を再設定します。​

​　　　また、様式第１号第４面の特記事項欄に、変更の概要を記載します。​

​　　　なお、この場合は、必ず事前に県に連絡して修正協議を行ってください。​

​　　（記載例）​

​　　　変更前：事務所１、工場１　→　事務所１、工場２​

​　　　令和８年４月に●●株式会社と吸収合併し、●●株式会社の県内工場を第２工場として​

​　　稼働させている。​

​　​​⑶　算定数値の誤りによる計画内容の修正​

​　　　過去の数値の算定誤りが発覚した場合は、遡って修正をするのではなく、発覚した時点​

​　　で現計画の内容を見直した新たな計画書を作成、提出してください。​

​　　　なお、この場合は、必ず事前に県に連絡して修正協議を行ってください。​

​　　　​
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​5.2　計画書の廃止​

​　本条例では、計画書の廃止については特に規定しておりません。計画期間中に温室効果ガス​

​排出抑制の取組を実施したことにより、特定事業者の要件に該当しなくなった場合であって​

​も、原則、計画期間が終了するまでは報告書を提出していただくこととなります。​

​　ただし、一部の事業所を廃止又は合併等で事業規模が縮小した場合などの特別な事由によ​

​り、計画期間終了まで特定事業者の要件を満たさないことが明らかな場合は、計画を廃止する​

​ことができます（別途ご相談ください）。​

​6.　温室効果ガス排出量と排出抑制に関する目標、​

​　達成状況等の公表​

​6.1　計画及び報告内容の公表​

​　提出のあった計画書又は報告書については、県で内容を確認し計画書又は報告書の概要を県​

​のホームページにて公表します。​

​　＜過去の公表内容＞​

​　　​​県公式サイト美の国あきたネット（コンテンツ番号23937）​

​6.2　再エネ由来電力や環境価値の活用による削減努力の公表​

​　​​本制度において計画数値として直接CO​​2​​排出削減量として反映することができない再エネ由​

​来電力の利用によるCO​​2​​排出削減量について、令和７年度から県条例第１１条に規定する措置​

​として位置付け、抑制量として可視化できるようにしています。​

​　＜特定事業者等の再エネ由来電力への切替状況＞​

​　　​​県公式サイト美の国あきたネット（コンテンツ番号23937）​

​7.　本制度に関するお問い合わせ​

​　秋田県 生活環境部 温暖化対策課 調整・省エネルギーチーム​

​　〒010-8570　秋田県秋田市山王四丁目１番１号​

​　電話番号：018-860-1573　電子メール：en-ondanka@pref.akita.lg.jp​
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​参考資料：表－１　エネルギー種類別の熱量換算係数​
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​※１ 都市ガスの単位発熱量は、ガス供給事業者ごとの実際の数値とする。​

​※２ 昼間買電とは、一般送配電事業者、送電事業者及び特定送配電事業者が維持し、及び運用する​

​　電線路を用いて供給を受ける電気の使用量のうち、8時から22時までの使用量をいい、夜間買電とは、​

​　22時から翌日8時までの使用量をいう。​

​　また、昼夜間の区別ができない場合は、すべての使用量を昼間の使用量として報告すること。​
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​参考資料：表－２　燃料の使用に関する排出係数​

​※ 都市ガス・電気の排出係数は、次の排出係数を用いること。​
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​① 供給事業者から供給された都市ガス又は電気を使用している場合は、国が公表する供給事業​

​者ごとの排出係数又は供給事業者への直接聞き取り等により確認した排出係数​

​② 電気事業者以外の者から供給された電気を使用している場合は、実測等に基づく適切な係数​

​③ ①及び②で算定できない場合は、環境大臣・経済産業大臣が公表する係数​
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​参考資料：表－３　温室効果ガスの種類ごとの地球温暖化係数​
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​参考資料：表－４　日本標準産業分類　中分類（令和５年７月改定版）​
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